
 知事が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 21 年３月 13日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第６号 

   知事が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則 

 知事が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成 13年岩手県規則第 105号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第３（第 16条関係） 別表第３（第 16条関係） 

［略］ ［略］ 

岩手県農業信用基金協会 

岩手県住宅供給公社 

 社会福祉法人岩手県社会福祉事業団 

岩手県農業信用基金協会 

 

 社会福祉法人岩手県社会福祉事業団 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成 21年４月１日から施行する。 


		2009-03-06T15:56:02+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




